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汚
泥
肥
料
エ
コ
プ
ン
の
販
売

　
汚
泥
リ
サ
イ
ク
ル
パ
ー
ク
で
、

し
尿
・
浄
化
槽
汚
泥
を
原
料
と
し

た
汚
泥
肥
料
「
エ
コ
プ
ン
」（
15

キ
ロ
グ
ラ
ム
入
り
）
を
１
袋
１
５

０
円
で
販
売
し
て
い
ま
す
。
花
や

畑
の
肥
料
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

問
汚
泥
リ
サ
イ

ク
ル
パ
ー
ク

（
☎
０
２
５
・

５
２
０
・
２
０

８
８
）

子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
の

キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種
は
お
早
め
に

　
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種
の
公
費

で
の
接
種
期
限
は
令
和
７
年
３
月

31
日
㊊
ま
で
で
す
。
公
費
接
種
の

期
限
ま
で
に
全
３
回
の
接
種
を
終

え
る
に
は
、
９
月
末
ま
で
に
１
回

目
の
接
種
を
済
ま
せ
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
接
種
を
希
望
す
る
人
は
、

お
早
め
に
ご
検
討
く
だ
さ
い
。
公

費
で
の
接
種
期
限
を
過
ぎ
る
と
任

意
接
種
と
な
り
、
全
額
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
。

対
接
種
勧
奨
差
し
控
え
期
間
中
に�

接
種
機
会
を
逃
し
た
人（
平
成
９
年�

４
月
２
日
～
平
成
20
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
女
性
で
、
接
種
を
合
計

３
回
受
け
て
い
な
い
人
）　
他
住

民
票
が
な
い
市
町
村
で
接
種
す
る

場
合
は
、
別
途
手
続
き
が
必
要
で

す
の
で
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い　
問
こ
ど
も

家
庭
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
２
５・５

２
０・５
８
４
３
）

健
康
保
険
証
の
仕
組
み
が

変
わ
り
ま
す

●
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
制
度

　
保
険
証
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
保
険
証
と
し
て
利
用
す
る
仕

組
み
「
マ
イ
ナ
保
険
証
」
に
移
行

し
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
12
月
２

日
㊊
以
降
は
現
行
の
保
険
証
は
発

行
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
が
、
７
月

に
郵
送
し
た
保
険
証
は
、『
８
月

１
日
㊍
か
ら
令
和
７
年
７
月
31
日

㊍
ま
で
』
使
用
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
12
月
２
日
㊊
以
降
に
資

格
や
住
所
が
変
わ
っ
た
場
合
、
マ

イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
人

に
は
保
険
証
に
代
わ
る
「
資
格
確

認
書
」
を
交
付
し
ま
す
。

　
12
月
２
日
㊊
以
降
に
医
療
機
関

等
を
受
診
す
る
際
は
、
マ
イ
ナ
保

険
証
、
現
行
の
保
険
証
、
資
格
確

認
書
の
い
ず
れ
か
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
こ
と

＝
国
保
年
金
課（
☎
０
２
５・５
２

０
・
５
７
１
４
）、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
関
す
る
こ
と
＝
国
保

年
金
課
（
☎
０
２
５・５
２
０・５

７
１
７
）、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
申
請
に
関
す
る
こ
と
＝
市
民
課

（
☎
０
２
５・５
２
０・５
８
２
６
）

有
害
鳥
獣
を
捕
獲
し
て
い
ま
す

　
農
作
物
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
、

（
一
社
）新
潟
県
猟
友
会
市
内
6
支

部
が
年
間
を
通
し
て
、
イ
ノ
シ
シ

な
ど
の
有
害
鳥
獣
の
捕
獲
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
猟
銃
や
わ
な
を
使

用
し
ま
す
の
で
、
見
か
け
て
も
近

づ
か
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
住
宅
地
や
人
が
多
く
集
ま

る
場
所
で
は
実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。

※�

猟
友
会
員
は
、
捕
獲
活
動
時
に

オ
レ
ン
ジ
色
の
帽
子
と
ベ
ス
ト

を
着
用
し
て
い
ま
す
。
捕
獲
活

動
を
行
う

際
は
、
実

施
者
が
関

係
す
る
町

内
会
に
周

知
し
ま
す
。

問
農
村
振
興

課　
中
山
間

地
域
農
業
対

策
室
（
☎
０

２
５
・
５
２

０
・
５
７
５

５
）

「
児
童
虐
待
か
な
」と
思
っ
た
ら

す
ぐ
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

　
様
子
が
お
か
し

い
と
感
じ
た
と
き

は
、
た
め
ら
わ
ず

に
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

児
童
虐
待
が
疑
わ
れ
る
サ
イ
ン

○
子
ど
も
の
サ
イ
ン

・�

子
ど
も
の
泣
き
叫
ぶ
声
や
保
護

者
の
怒
鳴
り
声
が
頻
繁
に
聞
こ

え
る

・�

不
自
然
な
傷
や
打
撲
の
痕
が
見

ら
れ
る

・�

衣
類
や
体
が
い
つ
も
汚
れ
て
い

て
、
表
情
が
乏
し
い

・�

夜
、
一
人
で
家
の
外
に
い
る　

な
ど

○
保
護
者
の
サ
イ
ン

・�

地
域
な
ど
と
交
流
が
な
く
孤
立

し
て
い
る
、
相
談
す
る
人
が
い

な
い

・�

小
さ
い
子
ど
も
を
家
に
置
い
た

ま
ま
、
よ
く
外
出
し
て
い
る

・�

子
ど
も
の
養
育
に
関
し
て
拒
否

的
、
無
関
心
で
あ
る�

な
ど

問
児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ

ル
（
☎
１
８
９
、
24
時
間
受
付
、

通
話
料
無
料
）、
こ
ど
も
家
庭
セ

ン
タ
ー
（
☎
０
２
５
・
５
２
０
・

７
４
９
０
、
月
～
金
曜
日
の
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
）

児
童
扶
養
手
当・ひ
と
り
親

家
庭
等
医
療
費
助
成

　
児
童
扶
養
手

当
を
受
給
し
て

い
る
人
、
ひ
と

り
親
家
庭
等
医

療
費
助
成
を
受

け
て
い
る
人
に

更
新
申
請
書
類

を
送
付
し
ま
し

た
。

　
ま
た
、
離
婚
や
配
偶
者
と
死
別

な
ど
し
た
人
で
、
ま
だ
申
請
を
し

て
い
な
い
人
は
、
早
め
に
相
談
ま

た
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
所
得
制
限
や
公
的
年
金
の
受

給
状
況
な
ど
に
よ
り
対
象
に
な
ら

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
令
和
７
年
３
月
31
日
現
在
で
18

歳
以
下
（
障
害
が
あ
る
場
合
は
20

歳
未
満
）
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
も
し
く
は

母
、
ま
た
は
児
童
を
養
育
す
る
人　

申
問
８
月
30
日
㊎
ま
で
に
こ
ど
も

家
庭
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
２
５
・
５

２
０
・
５
７
２
６
）
ま
た
は
各
総

合
事
務
所
へ
提
出

●
休
日
受
付
窓
口
を
開
設

時
８
月
25
日
㊐
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分　

所
こ
ど
も
家
庭

セ
ン
タ
ー

詳しくは

詳しくは

詳しくは

わなの周辺に設置する
掲示物（例）

捕獲用わな（例）

詳しくは


